
＜インフレスライド条項による請求を行う場合は以下の点をご確認ください＞ 

① 測量・建設コンサルタント関係業務はインフレスライド条項による請求の対象となりません。 

② 残工期が基準日（原則的に請求日）から２ヶ月以上あること。 

残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本としますが、基準日までに変更契約を行ってい

ない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができます。変

更予定工期については、発注者にお問い合わせください。 

③ 受注者の概算による増額スライド額（Ｓ増）が１円以上となること。 

請求時に基準日における残工事量の数量根拠を添付する必要はありませんが、請求様式に記載する概算請

求額等は受注者にてあらかじめ算出してください。 

なお、請求後に発注者による精査によって増額スライド額（Ｓ増）は変更になる場合があります。 

（基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量につい

てはスライドの対象とすることができます。） 

④ 以前にインフレスライド請求を行った工事の再スライド請求について。 

以前にインフレスライド条項の請求を行った工事についても、残工期や増額スライド額などの条件を満たせば、再スラ

イドの請求ができます。 

令和 8年(2026 年)３月１日 

 

賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用等について 

お知らせ 

真庭市総務部財産活用課 

 

岡山県において令和８年３月１日に公共工事設計労務単価を改定されたとこ

ろですが、真庭市においても同労務単価を用い積算を行った一定の既契約工事

等について、賃金などの急激な変動に対処するための、いわゆるインフレスライ

ド条項（工事請負契約書にあっては第２７条第６項※、その他の契約書にあって

は「契約に定めのない事項についての協議」。以下同じ。）が適用されることをお

知らせします。 

 

なお、インフレスライド条項により請負代金額等を変更した場合は、元請企業

と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者へ

の賃金水準の引き上げ等について適切に対応するとともに、下請契約を締結す

る場合は、法定福利費を適切に含んだ額による下請契約の締結をお願いします。 
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